
令和５年度愛媛県ＥＶタクシー等車両導入支援事業費補助金交付要領 

 

令和６年１月 30日 策定 

令和７年２月 28日 策定 

 

 愛媛県の交付するＥＶタクシー等車両導入支援事業費補助金（以下「補助金」とい

う。）は、愛媛県補助金等交付規則（平成 18 年愛媛県規則第 17 号）及び愛媛県ＥＶ

タクシー等車両導入支援事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に規定するも

ののほか、この要領に定めるところによる。 

 

１ 目的 

  燃油価格の高騰が長期化している中、将来に向けて県内の公共交通の運行体制を

維持するため、県内でＥＶタクシー等車両及びその充電設備を導入するタクシー事

業者に対し、導入に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

２ 事業内容 

 （１）補助対象事業 

    タクシー運行に供するために実施する次のいずれかの事業 

① ＥＶタクシー等車両（電気自動車（ＥＶ）又はプラグインハイブリッド自

動車（ＰＨＶ）、ただし福祉タクシー（ユニバーサルデザインタクシー含

む）はハイブリッド自動車（ＨＶ）を含む）の導入（中古・リース車両を

除く） 

② ＥＶタクシー等車両用充電設備の導入（中古・リース設備を除く） 

 （２）補助対象者 

    県内に本社又は営業所があるタクシー事業者 

 （３）補助対象経費、補助率及び補助上限 

補助対象経費 

〇ＥＶタクシー等車両の本体価格 

〇ＥＶタクシー等車両用充電設備の導入費用（工事費含む） 

※いずれも消費税及び地方消費税を除く。 

補助率 

○福祉タクシー車両以外 

・ＥＶ及びＰＨＶタクシー車両：４分の１ 

○福祉タクシー車両 

・ＥＶ及びＰＨＶタクシー車両：３分の１ 

・ＨＶタクシー車両：４分の１ 

（福祉タクシー車両は、標準仕様ユニバーサルデザインタ

クシー認定要領（平成 24年３月 28日付け国自旅第 192号）

に基づき国土交通大臣が認定したタクシー車両を含む。） 

※補助金の額に千円未満の端数がある場合は、その端数を

切り捨てるものとする。 



補助上限 

○福祉タクシー車両以外 

・ＥＶタクシー車両：１台当たり 1,000,000円 

・ＰＨＶタクシー車両：１台当たり 800,000円 

○福祉タクシー車両 

・ＥＶタクシー車両：１台当たり 1,300,000円 

・ＰＨＶタクシー車両：１台当たり 1,100,000円 

・ＨＶタクシー車両：１台当たり 700,000円 

〇充電設備１基当たり 1,000,000円 

 
【参考：車両・設備区分ごとの補助率、補助上限一覧】 

車両・設備区分 補助率 補助上限 

福祉タクシー

以外 

ＥＶ 
1/4 

1,000,000 

ＰＨＶ 800,000 

福祉タクシー 

ＥＶ 
1/3 

1,300,000 

ＰＨＶ 1,100,000 

ＨＶ 1/4 700,000 

充電設備 1/4 1,000,000 

 

 （４）事業期間 

    補助事業の事業期間は、交付決定の日から令和７年３月 14 日までとし、遅

くとも令和７年３月14日までに要綱第９条の実績報告を実施するものとする。 

    補助対象事業が令和７年３月 14 日までに完了しない場合は、その事実が明

らかになった時点で速やかに県へ相談し、その判断に従うこと。 

 

 （５）国等補助との併用 

    国補助及びその他の補助（国等補助）との併用を可能としており、補助金交

付申請書の収支予算書及び実績報告書の収支決算書においてその旨明記する

こと。 

※県補助と国等補助の総額が、車両価格を超えることは不可。 

    例：本体価格 500万円のＥＶタクシー等車両（ＥＶ）を国補助（1/4）と併用 
国補助（1/4 上限なし） 

125万円 

県補助（1/4 上限あり） 

100万円 

タクシー事業者（借入金含む） 

275万円 

    例：本体価格 400万円のＥＶタクシー等車両（ＰＨＶ）を国補助なしで導入 
県補助（1/4 上限あり） 

80万円 

タクシー事業者（借入金含む） 

320万円 

    例：本体価格 500万円のＥＶタクシー等（福祉・ＥＶ）を国補助及び他補助

と併用 
国補助（1/3 上限なし） 

166万円 

県補助（1/3 上限あり） 

130万円 

他補助 

100万円 

ﾀｸｼｰ事業者 

104万円 

 

３ 事業の実施方法 

 （１）交付申請 

    申請を行う補助事業者は、「５（３）提出書類」に記載の書類を作成し、４の

受付期間に県に提出すること。 



 （２）交付決定 

    申請書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認められる事業につい

て、予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、通知する。 

 （３）補助事業の開始 

    補助事業者は、原則として、県から交付決定通知を受けてから補助事業の開

始が可能となる。 

    ただし、やむを得ない事由により交付決定を受けないで補助事業に着手しよ

うとするときは、「事前着手届出書（様式第２号）」を知事に提出すること。 

    また、事業者が補助事業に係る契約を行う場合には、可能な限り一般競争又

は指名競争に付するなど、公正性の確保及び経費節減に努めること。 

 （４）補助事業の計画変更 

    補助事業の実施中に、事業内容の変更の可能性が生じた場合及び補助事業の

中止・廃止等をしようとするときは、事前に県の承認を受ける必要がある。 

    ただし、交付決定額の変更を伴わない 20％以内の補助対象経費の額の変更

や補助目的に変更をもたらすものでない軽微な事業内容の変更の場合は、承認

を受ける必要はない。 

 （５）額の確定 

    補助事業者は、補助事業が完了した場合は、事業完了後 30 日を経過する日

又は令和７年３月 14日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。 

    県は、補助事業者から実績報告書の提出を受けた後、書類検査及び必要に応

じて現地検査を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは

交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。 

（６）補助金の支払 

    補助金の支払は、概算払を除き、補助金の額の確定後となる。 

 （７）取得財産等の管理 

    補助事業者は、補助事業の実施により取得した財産等について、補助事業の

完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に

従って、その効率的運用を図る必要がある。 

    取得財産等を処分（補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄することをいう。）しようとするとき

は、あらかじめ県の承認を受ける必要がある。 

    この処分又は処分に該当する可能性のある手続きを行う必要が生じた場合

は、一切の手続き（例：財産を担保に供する場合の金銭消費貸借契約）を開始

する前に承認を受けること。 

    そのほか、補助事業者は、本事業に係る書類等について、取得財産等の処分

制限期間が満了するまで保存すること。 

 （８）事業終了後の報告 

    補助事業者は、事業終了後５年間、毎年度終了後 30 日以内に、当該補助事

業で整備したＥＶタクシー等車両及び充電設備に係る前年度の運用状況につ



いて、運用状況報告書（様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

 

４ 受付期間及び交付決定時期 

 ○ １次募集 令和６年２月６日（火）～令和６年２月 29日（木） 

        令和６年３月 25日交付決定 

 ○ ２次募集 令和６年４月１日（月）～令和６年５月 31日（金） 

        令和６年６月 26日交付決定 

 ○ ３次募集 令和６年７月 1日（月）～令和６年７月 31日（水） 

        令和６年８月 23日交付決定 

 

５ 交付申請書類の提出 

 （１）問合せ・提出先 

    愛媛県 企画振興部 政策企画局 地域政策課交通政策室 

    TEL：089-912-2251 FAX：089-912-2249 

    E-mail：koutsuseisak@pref.ehime.lg.jp 

        （問合せのみ。提出は別途指示するアドレスとすること。） 

 （２）提出方法 

    ア 押印欄に全て押印する場合 

      郵送又は持参にて提出すること。 

    イ 押印を省略する場合 

      ６を参照の上、別途指示するアドレスに、メールにて送付すること。 

 （３）提出書類 

    補助金交付申請書（様式第１号）及びその関係書類 

 

６ 申請書類の押印を省略する場合の取扱い 

  以下の提出方法を取ることにより、押印を省略し、電子メールで提出することが

できるので、手続きを簡素化及び迅速化するため、可能な限り、本方法によること。 

 ○ 押印を省略する文書に、本件責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入するこ

と。 

  【記載例】 

本件責任者（職氏名・連絡先） ○○支店長 愛媛 太郎 089－○○○－○○○○ 

  担当者（職氏名・連絡先） 営業課長  松山 太郎 089－○○○－○○○○ 

   責任者とは、支店長や営業所長など社内において権限の委任を受けた役職員を指す。 

   担当者とは、本件に関する事務を担当する者を指す。 

 ○ 提出は、電子メールにより、県の担当者及び県・申請事業者双方の上席者をあて

先にして送付すること。（アドレスは、別途指示する。） 
   ※Bcc は使用せず、To 又は Cc に別途指示するあて先を指定して、要件としている送付先が確認できるようにする

こと。 

    申請事業者側の上席者もあて先にすること。（会社アドレスは不可。） 

 


